


定期報告業務受託事業所登録名簿ご利用にあたって 

 
受託事業所登録名簿（特定建築物調査員・建築設備検査員） 

この名簿は、定期報告を行う「特定建築物調査員」「建築設備検査員」に必要な資格（一
級建築士・二級建築士・国土交通大臣が定める資格）を有し、かつ専門的な技術と知識を取
得するために当センターの講習会を修了した資格者を掲載しております。調査・検査依頼の
選定にご活用ください。 
（注意：一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通省が定める資格を有する者は、当セン
ター名簿に登録がなくても、調査・検査し特定行政庁へ報告することができます。） 

 
定期調査 ・ 検査区分について    
 

定期調査 ・ 検査区分について       

調査 ・検査対象 
  資 格 

イ特定建築物 ロ建築設備  ハ防火設備 
定期調査 定期検査 定期検査 

一級建築士 〇 〇 〇 
二級建築士 〇 〇 〇 

特定建物調査員 〇 × × 
建築設備検査員 × 〇 × 
防火設備検査員 × × 〇 

※建物の用途、規模に関係なく調査 ・ 検査を行うことができます。 
 
➤一級建築士 ・ 二級建築士は、「イ特定建築物定期調査」「ロ建築設備定期検査」「ハ防火設備

定期検査」について、調査  ・検査して特定行政庁に報告ができます。 
➤特定建築物調査員は、「イ特定建築物定期調査」について、調査して特定行政庁へ報告ができます。 
➤建築設備検査員は、「ロ建築設備定期検査」について、検査して特定行政庁へ報告ができます。 
➤防火設備検査員は、「ハ防火設備定期検査」について、検査して特定行政庁へ報告ができます。 

 
 
 

（※（一財）石川県建築住宅センターでは、「防火設備検査員」の登録は行っておりません。） 
 
 
 










